
平成23年9月9日現在

一定水準（※）超過

一定水準（※）以下

一定水準（※）以下

【出荷制限の実効性確保】 ※旧市町村とは，昭和25年10月現在の市町村

①食糧法省令の改正により，出荷制限の対象となった旧市町村（又は市町村）で生産された米について，出荷・販売を禁止し，廃棄処分を義務付け。

②上記破棄処分が確実に行われるよう，損害賠償の請求とリンクさせるなどにより，国・都県・市町村・関係団体が一体となった取組を推進。

○予備調査(収穫前の玄米)

一部調査済
市町村数

今後実施
市町村数

平成23年産米の放射性物質調査について

全調査点数 調査済点数 調査対象
市町村数

調査済み
市町村数

32 9 1 22

200Bq/㎏以下
うち不検出

うち検出
(計画)

134 47 46 1 0

200Bq/㎏超

予備調査(収穫前）

立毛段階で放射性物質濃度の傾向を把握す
るために実施。

ア 土壌調査で１０００Bq/㎏以上の市町村

（旧市町村毎に１点）

◆２市町

イ 空間放射線量率が平常の範囲を超え

る市町村
（概ね５点/市町村）

◆１２市町

ウ 上記以外で都県が選定する市町村
◆１８市町村

３市町(塩竃，七ヶ浜，女川)を除くその他の

市町村

角田，七ヶ宿，大河原，柴田，村田，亘理，

山元，大崎，加美，栗原，登米，気仙沼

本調査(収穫後）

収穫後の段階で放射性物質濃度を測定し，出荷制限の要否を判断するために実施

暫定規制値を超える場合，旧市町村単位（又は市町村）で出荷制限。

◆本調査の結果がすべて判明するまでの間，知事は当該市町村全域の

米の出荷制限を要請

重点調査区域

（概ね１５haに１点）

その他の調査区域

ア 予備調査で一定水準以下で

あった市町村
◆３２市町村（旧市町村毎に１点以上）

イ 予備調査を実施していない

市町村のうち都県が選定す

るもの
◆１町（旧市町村毎に１点以上）

七ヶ浜町（塩竃市，女川町は「属地」での

作付け実績なし）

（※）一定水準は

暫定規制値の概

ね約1/2の200Bq/
㎏

一定水準（※）超過

５００Bq/㎏超過

５００Bq/㎏以下

調査点数
約４００点

出荷制限
（旧市町村単位又
は市町村単位）

当該旧市町村
（又は市町村）
の米の販売可

当該市町村の

米の販売可

調査点数
１３４点

白石，丸森

予備調査終了市町

(9月9日現在)
角田市，大河原町，柴

田町，川崎町，大崎市，

加美町，色麻町，石巻

市，東松島市(9市町)
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